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井
　
上
　
　
　
了

は
じ
め
に

　
「
八
紘
一
宇
」
は
一
般
に
「
太
平
洋
戦
争
期
、
日
本
の
海
外
進

出
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
た
標
語
」（『
広
辞
苑
』）
と
さ
れ
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
い
わ
ゆ
る「
神
道
指
令
」（
昭
和
二
十
年
十
二
月
）に
よ
っ

て
「
ソ
ノ
意
味
ノ
連
想
ガ
国
家
神
道
、
軍
国
主
義
、
過
激
ナ
ル
国

家
主
義
ト
切
リ
離
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
公
文
書
へ
の
使
用
が

禁
止
さ
れ
た
。

　

そ
の
出
典
は
、神
武
天
皇
の
い
わ
ゆ
る「
橿
原
奠
都
の
令
」（『
日

本
書
紀
』
神
武
即
位
前
紀
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』

の
原
文
は
「
兼
六
合
以
開
都
、
掩
八
紘

0

0

而
為
宇

0

0

」
で
、
こ
れ
で
は

「
八
紘
為0

宇
」
と
は
な
っ
て
も
「
八
紘
一0

宇
」
と
は
な
り
得
ま
い
。

実
の
と
こ
ろ
「
八
紘
一
宇
」
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』

に
見
え
ず
、
中
国
の
古
典
に
も
用
例
を
見
出
せ
な
い
、
近
代
日
本

の
造
語
で
あ
る（
１
）。

　
「
八
紘
一
宇
」
の
意
味
や
出
典
に
つ
い
て
は
、
こ
の
語
の
出
現

直
後
か
ら
議
論
が
喧
し
い
。
出
典
の
候
補
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど

指
摘
さ
れ
尽
く
し
た
観
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
の
奇
妙

な
語
の
典
拠
に
つ
い
て
屋
上
に
屋
を
架
し
て
み
た
い
。

日
蓮
主
義
に
お
け
る
「
八
紘
一
宇
」

　
「
八
紘
一
宇
」と
は
、国
柱
会
の
創
始
者
で
も
あ
る
田
中
智
学（
一

八
六
一
～
一
九
三
一
）
が
大
正
二
年
に
初
め
て
用
い
た
造
語
と
さ

れ
る（
２
）。
た
だ
し
こ
れ
は
特
定
の
思
想
に
係
る
用
語
で
あ
り
、
広
く

一
般
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
二
・

二
六
事
件
の
「
蹶
起
趣
意
書
」（
昭
和
十
一
年
）
は
「
八
紘
一
宇

を
完
う
す
る
の
国
体
」
を
謳
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
皇
道
派
の
思

想
的
・
宗
教
的
な
立
場
を
示
す
も
の
で
、む
し
ろ
こ
の
事
件
に
よ
っ

「
八
紘
一
宇
」
と
曹
植
「
大
暑
賦
」
と

「八紘一宇」と曹植「大暑賦」と ― 井上　了
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て
「
八
紘
一
宇
」
の
語
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る（
３
）。

　

皇
道
派
に
近
か
っ
た
と
さ
れ
る
近
衛
文
麿
は
国
柱
会
と
も
関
係

が
深
く（
４
）、昭

和
十
二
年
六
月
に
第
一
次
近
衛
内
閣
が
成
立
す
る
と
、

半
年
後
に
は
文
部
省
が
『
八
絋
一
宇
の
精
神
』
と
い
う
小
冊
子
を

発
行
し
た（
５
）。
さ
ら
に
、
十
五
年
七
月
に
成
立
し
た
第
二
次
近
衛
内

閣
は「
基
本
国
策
要
綱
」を
閣
議
決
定
し
、「
皇
国
ノ
国
是
」は「
八

紘
ヲ
一
宇
ト
ス
ル
肇
国
ノ
大
精
神
ニ
基
キ
世
界
平
和
ノ
確
立
ヲ
招

来
ス
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
根
本
ト
シ
先
ツ
皇
国
ヲ
核
心
ト
シ
日
満
支
ノ

強
固
ナ
ル
結
合
ヲ
根
幹
ト
ス
ル
」
と
宣
言
し
た（
６
）。

こ
の
年
は
ち
ょ

う
ど
皇
紀
二
千
六
百
年
に
あ
た
り
、
各
地
で
記
念
式
典
が
挙
行
さ

れ
、
上
下
で
「
八
紘
一
宇
」
が
唱
和
さ
れ
た
。

　

民
間
の
宗
教
家
に
よ
る
造
語
が
す
み
や
か
に
「
国
体
」「
国
是
」

と
し
て
定
着
し
た
事
実
、
日
蓮
主
義
の
用
語
が
国
家
神
道
に
組
み

込
ま
れ
た
過
程
も
興
味
深
い
が
、
と
も
か
く
「
掩
八
紘
而
為0

宇
」

を
「
八
紘
為0

宇
」
で
は
な
く
「
八
紘
一0

宇
」
と
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し

た
智
学
の
セ
ン
ス
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

「
八
紘
」
と
「
為
宇
」
と

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
駢
儷
調
の
令
が
神
武
天
皇
の
真
詔
で
は
な
く

奈
良
時
代
の
擬
作
で
あ
る
な
ら
ば（
７
）、
そ
の
字
句
は
初
唐
の
文
脈
の

中
で
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
六
朝
期
の
用
例
を
検
す
る
必
要
が
あ

る
。
で
は
そ
も
そ
も
「
八
紘
」
と
は
何
で
、
こ
れ
を
「
宇
と
為
す
」

の
典
拠
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

古
く
は
中
国
全
土
を
「
九
州
」「
十
二
州
」
あ
る
い
は
「
四
海
」

と
称
し
、
そ
の
外
に
は
東
西
南
北
の
「
四
荒
」
が
あ
る
と
さ
れ

た（
８
）。
し
か
し
前
漢
頃
か
ら
「
八
荒
」「
八
紘
」
が
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
り（
９
）、

た
と
え
ば
『
淮
南
子
』
原
道
訓
は
「
八
紘
九
野
」
を
併

称
す
る）
10
（

。『
楚
辞
』
離
騒
に
「
忽
反
顧
以
遊
目
兮
、
将
往
観
乎
四
荒
」

と
あ
り
、
司
馬
相
如
「
大
人
賦
」
に
「
遍
覧
八
紘
而
観
四
海
兮
」

と
あ
っ
て
、
戦
国
末
の
「
四
荒
」
が
漢
代
に
「
八
紘
」
へ
と
拡
張

さ
れ
た
跡
が
見
え
る
。し
か
し
こ
れ
ら
の「
四
荒
」「
四
海
」「
八
紘
」

は
遊
覧
の
対
象
で
あ
り
政
治
的
な
用
語
で
は
な
い
。

　

政
治
的
な
意
味
で
「
八
紘
」
を
用
い
た
例
と
し
て
は
、
晋
武
帝

が
即
位
に
際
し
て
上
帝
へ
「
八
紘
同
軌
」
を
報
告
し
て
お
り
、
ま

た
張
華
「
晋
四
廂
楽
歌
」
に
「
八
紘
一
、
六
合
寧
。
六
合
寧
、
承

聖
明
。」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
確
実
に
「
全
世
界
を
統
一
す
る
」

と
い
う
意
味
で
、
後
の
「
八
紘
為
宇
」「
八
紘
一
宇
」
に
連
な
る

用
例
と
言
え
る
だ
ろ
う）
11
（

。

　
「
宇
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、『
淮
南
子
』
斉
俗
訓
に
「
往
古
来
今
、

謂
之
宙
。
四
方
上
下
、
謂
之
宇
。」
と
あ
っ
て
、「
宇
宙
」
の
「
宇
」

は
空
間
を
、「
宙
」
は
時
間
を
指
す
と
さ
れ
る
。
別
に
、『
易
』
繋

辞
下
に「
上
棟
下
宇
、以
待
風
雨
」の
句
が
あ
り
、こ
ち
ら
の「
宇
」
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都
」
と
「
為
宇
」
と
を
対
に
す
る
こ
と
か
ら
「
為
宇
」
を
「
建
物

を
為つ
く

る
」
と
解
し
、
こ
れ
を
「
宇
と
為な

す
」
と
す
る
解
釈
を
批
判

し
た
。

　

小
島
憲
之
は
、「
兼
六
合
以
開
都
、
掩
八
紘
而
為
宇
」
の
出
典

を
左
思
「
蜀
都
賦
」
の

夫
蜀
都
者
、
蓋
兆
基
於
上
世
、
開
国
於
中
古
、
廓
霊
関
以
為

門
、
包
玉
塁
而
為
宇
、
帯
二
江
之
双
流
、
抗
峨
眉
之
重
阻
、

水
陸
所
湊
、
兼
六
合
而
交
会
焉
。
豊
蔚
所
盛
、
茂
八
区
而
菴

藹
焉
。

に
求
め
、「
魯
霊
光
殿
賦
よ
り
も
寧
ろ
蜀
都
賦
に
出
典
を
求
む
べ

き
で
あ
る
こ
と
は
両
賦
の
比
較
に
よ
つ
て
自
ら
明
か
で
あ
ら
う
。」

と
い
う
。
小
島
は
「
宇
」
字
を
「
一
つ
の
区
画
を
意
味
す
る
。」

と
し
、
さ
ら
に
「
為
宇
」
の
出
典
を
『
文
選
』
に
求
め
て

古
先
帝
代
、
曽
覧
八
紘

0

0

之
洪
緒
、
一
六
合

0

0

而
光
宅
。（「
呉
都

賦
」）
一
六
合
而
光
宅
者
、
并
有
天
下
而
一
家
也
。（
李
注
）

方
今
聖
上
同
天
、
号
於
帝
皇
、
掩
四
海
而
為
家
、
富
有
之
業
、

莫
我
大
也
。（
張
衡
「
西
京
賦
」）

然
秦
以
区
区
之
地
、
致
万
乗
之
権
、
招
八
州
而
朝
、
同
列
百

有
余
年
矣
。
然
後
以
六
合
為
家
、
殽
函
為
宮
、
一
夫
作
難
而

は
大
き
な
建
物
を
指
す
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
の
「
皇

帝
休
烈
、
平
一
宇
内
。」
は
「
宇せ
か
い内

を
統
一
す
る
」
の
意
味
と
な
り
、

『
孫
登
別
伝
』
の
「
以
石
室
為
宇
、
編
草
自
覆）
12
（

」
は
「（
粗
末
な
石

室
を
）
宇い
え

と
為な

す
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

「
八
紘
を
掩
い
て
宇
と
為
す
」

　

さ
て
、「
八
紘
」
や
「
為
宇
」
の
用
例
を
個
別
に
収
集
し
て
も
、

「
八
紘
為
宇
」
の
出
典
を
明
ら
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い）
13
（

。『
日
本

書
紀
』
は
何
を
参
照
し
て
「
兼
六
合
以
開
都
、
掩
八
紘
而
為
宇
」

の
句
を
組
み
立
て
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

津
田
左
右
吉
は
「
開
都
」「
為
宇
」
の
出
典
を
王
逸
「
魯
霊
光

殿
賦
」
の

粵
若
稽
古
帝
漢
、
祖
宗
濬
哲
欽
明
。
殷
五
代
之
純
熙
、
紹
伊

唐
之
炎
精
。
荷
天
衢
以
元
亨
、
廓
宇
宙
而
作
京

0

0

0

0

0

0

。
敷
皇
極
以

創
業
、
協
神
道
而
大
寧
。
於
是
百
姓
昭
明
、
九
族
敦
序
。
乃

命
孝
孫
、
俾
侯
于
魯
。
錫
介
珪
以
作
瑞
、
宅
附
庸
而
開
宇

0

0

0

0

0

0

。

に
求
め
た）

14
（

。
な
る
ほ
ど
「
廓
宇
宙
而
作
京
」
と
「
掩
八
紘
而
為
宇
」

と
の
発
想
は
類
似
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
を
『
書
紀
』
の
直
接
の

出
典
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。ま
た
津
田
は
、『
書
紀
』が「
開

「八紘一宇」と曹植「大暑賦」と ― 井上　了
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七
廟
隳
、
身
死
人
手
、
為
天
下
笑
者
、
何
也
。（
賈
誼
「
過

秦
論
」）

と
の
用
例
を
指
摘
し
、「
か
か
る
類
句
に
影
響
さ
れ
て
、
別
の
意

味
を
も
つ
た
蜀
都
賦
の
「
為
宇
」
を
「
為
家
」
の
意
味
に
理
解
し
、

表
現
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
神
武
紀
の
述
作
者
は
文
辞

の
原
拠
を
蜀
都
賦
に
と
り
な
が
ら
も
意
味
は
他
の
諸
巻
に
見
え
る

「
為
家
」
に
と
つ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
た）
1（
（

。

曹
植
「
大
暑
賦
」
佚
文
の
「
八
閎
為
宇
」

　

小
島
が
掲
げ
た
用
例
に
は
説
得
力
が
あ
り
、『
書
紀
』
編
者
が

蜀
都
賦
の
「
包
玉
塁
而
為
宇
」
や
西
京
賦
の
「
掩
四
海
而
為
家
」

等
を
踏
ま
え
て
「
兼
六
合
以
開
都
、
掩
八
紘
而
為
宇
」
句
を
作
っ

た
と
考
え
て
問
題
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
も
う

一
つ
の
用
例
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
『
太
平
御
覧
』
天
部
一
「
太
素
」
は
「
陳
思
王
髑
髏
説
」「
又
魏

徳
論
」「
又
魏
文
帝
誄
」
を
引
き
、
続
け
て
「
又
大
暑
賦
曰
、
壮

皇
居
之
瑰
瑋
兮
、
歩
八
閎
而
為
宇
。
節
四
運
之
常
気
兮
、
逾
太
素

之
儀
矩
。」
と
い
う）
16
（

。
も
し
も
『
芸
文
類
聚
』
あ
た
り
が
「
歩
八

紘
而
為
宇
」
の
句
を
載
せ
て
お
れ
ば
、
こ
れ
は
「
掩
八
紘
而
為
宇
」

の
出
典
と
し
て
問
題
な
く
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
句
に
は
テ
キ
ス
ト
的
に
大
き
な
問

題
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
句
は
伝
世
の
曹
植
「
大
暑
賦
」（
た
と
え
ば
『
四

部
叢
刊
』
本
『
曹
子
建
集
』
等
）
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
太

平
御
覧
』
は
こ
れ
を
「
陳
思
王
大
暑
賦
」
と
明
記
せ
ず
「
又
大
暑

賦
」
と
し
て
引
く
。
も
ち
ろ
ん
「
陳
思
王
髑
髏
説
」
か
ら
「
又
魏

徳
論
」「
又
魏
文
帝
誄
」
と
続
い
て
「
又
大
暑
賦
」
と
あ
る
以
上

こ
れ
は
曹
植
「
大
暑
賦
」
と
解
す
べ
き
な
の
だ
が
、『
太
平
御
覧
』

以
前
の
類
書
に
こ
の
句
が
全
く
見
え
な
い
こ
と
は
、
こ
の
孤
立
し

た
佚
文
に
疑
い
を
抱
か
せ
る
。「
大
暑
賦
」
と
は
こ
の
時
期
に
一

般
的
な
賦
題
で
あ
り）
1（
（

、「
又
曰
」
を
繰
り
返
す
類
書
に
お
い
て
は

些
細
な
誤
脱
が
重
大
な
出
典
間
違
い
を
引
き
起
こ
す）
18
（

。

　

さ
ら
に
、『
太
平
御
覧
』
は
『
日
本
書
紀
』
よ
り
遅
い
宋
代
の

成
立
で
、『
書
紀
』
が
『
御
覧
』
を
参
照
し
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

だ
が
、
唐
人
が
『
書
紀
』
を
参
照
し
て
「
大
暑
賦
」
を
偽
作
し
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
が
た
く
、
こ
の
疑
わ
し
い
佚
文
に
酷
似
す
る

句
が
『
書
紀
』
に
見
え
る
こ
と
は
、
こ
の
佚
文
が
全
く
の
無
根
で

は
な
く
、（
作
者
や
題
名
は
と
も
か
く
と
し
て
）
文
章
と
し
て
は

唐
代
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
で
あ
れ
ば
、
唐

代
以
前
の
類
書
が
こ
の
佚
文
を
引
い
て
お
り
、『
御
覧
』と『
書
紀
』

と
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
そ
れ
を
参
照
し
た
と
い
う
想
定
が
も
っ
と
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も
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か）
19
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
曹
植
「
玄
暢
賦
」
に
「
弘
道
徳
而
為
宇

0

0

、
築
無
怨

以
作
蕃
。
播
慈
恵
以
為
圃
、
耕
柔
順
以
為
田
。」（『
芸
文
類
聚
』

二
十
六
）
と
あ
り
、
こ
の
「
為
宇
」
に
は
世
界
を
統
一
す
る
と
い
っ

た
含
意
は
な
い
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
宇
」
字
が
「
世
界
」
と
「
建

物
」
と
の
両
義
を
持
つ
た
め
、
こ
の
用
例
は
曹
植
に
お
け
る
「
為

宇
」
の
字
義
を
規
定
し
得
ま
い
。

　
『
三
国
志
』
任
城
陳
蕭
王
伝
（
陳
思
王
）
に
「
太
祖
既
慮
終
始

之
変
、
以
楊
脩
頗
有
才
策
、
而
又
袁
氏
之
甥
也
、
於
是
以
罪
誅
脩
。

植
益
内
不
自
安
。」
と
あ
り
（
建
安
二
十
二
年
）、
裴
注
引
『
典
略
』

に
曹
植
が
楊
脩
に
与
え
た
書
を
引
い
て
「
当
此
之
時
、
人
人
自
謂

握
霊
蛇
之
珠
、
家
家
自
謂
抱
荊
山
之
玉
也
。
吾
王
於
是
設
天
網
以

該
之
、
頓
八
紘
以
掩
之

0

0

0

0

0

0

、
今
尽
集
茲
国
矣
。」
と
い
う
。
こ
の
「
八

紘
」
は
全
世
界
の
意
で
、
し
か
も
「
八
紘
を
掩
う
」
と
い
う
文
脈

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

日
本
書
紀
の
立
場

　

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
島
は
『
日
本
書
紀
』
が
「
蜀
都
賦
の

「
為
宇
」
を
「
為
家
」
の
意
味
に
理
解
し
、
表
現
し
た
」
と
い
う

可
能
性
を
述
べ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
中
小
路
駿
逸
は
、「
六
合
」

を
「
一
年
の
な
か
の
季
節
の
秩
序
と
調
和
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
」

と
解
し
、「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
句
の
意
味
内
容
は
、
蜀
都
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
の
ウ
チ
の
、
四
季
の

秩
序
と
調
和
の
な
か
に
都
を
構
え
、
山
に
限
ら
れ
た
天
地
を
一
つ

の
屋
根
の
も
と
の
家
と
し
て
、
主
権
と
領
土
を
保
持
し
よ
う
と
い

う
意
志
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う）
20
（

。

　
「
八
紘
」
を
世
界
と
解
す
れ
ば
「
掩
八
紘
而
為
宇
」
は
「
全
世

界
を
我
が
家
と
す
る
」「
世
界
を
統
一
し
て
立
派
な
宮
殿
を
造
る
」

と
い
う
積
極
的
・
侵
略
的
な
宣
言
と
な
り
、「
八
紘
」
を
山
に
囲

ま
れ
た
盆
地
と
解
す
れ
ば
「
自
ら
の
領
域
に
小
さ
な
家
を
建
て
て

満
足
す
る
」
と
い
う
退
嬰
的
・
平
和
的
な
宣
言
と
な
る
。
な
る
ほ

ど
神
武
の
即
位
か
ら
十
代
崇
神
に
よ
る
四
道
将
軍
の
派
遣
ま
で
に

つ
い
て
は
「
奈
良
盆
地
に
自
足
す
る
」
と
い
う
宣
言
が
あ
っ
て
も

よ
さ
そ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
神
武
天
皇
の
真
詔
で
は
な

く
『
日
本
書
紀
』
の
造
作
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
こ
れ
は
世
界
統
一

を
宣
言
し
た
も
の
（
と
い
う
設
定
で
『
書
紀
』
が
作
文
し
神
武
に

発
言
さ
せ
た
も
の
）
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
は
瓊
瓊
杵
尊
の
子
孫
を

葦
原
中
国
の
正
統
な
支
配
者
と
し）
21
（

、
さ
ら
に
は
朝
鮮
半
島
や
「
呉

国
」（
南
朝
宋
か
）
を
も
含
む
世
界
の
元
首
と
見
な
す
。
こ
の
こ

と
は
た
と
え
ば

五
十
八
年
…
…
冬
十
月
、
呉
国
・
高
麗
国
、
並
朝
貢
。（
仁
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徳
紀
）

六
年
…
…
夏
四
月
、
呉
国
遣
使
貢
献
也
。（
雄
略
紀
）

と
、
呉
国
か
ら
日
本
へ
の
遣
使
を
「
朝
貢
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
だ）
22
（

。
こ
の
よ
う
な
『
書
紀
』
の
立
場
に
鑑
み
れ
ば
、
神
武

天
皇
が
奈
良
盆
地
に
自
足
し
て
平
穏
を
楽
し
む
、
と
い
っ
た
意
味

で
「
掩
八
紘
而
為
宇
」
と
造
作
す
る
と
は
考
え
が
た
い
。

　

そ
も
そ
も
「
掩
八
紘
而
為
宇
」
の
直
前
に
「
兼
六
合
以
開
都
」

と
あ
っ
て
「
兼
六
合
」
と
「
掩
八
紘
」
と
を
対
句
と
す
る
以
上
、

魏
晋
に
お
い
て
「
八
紘
」
や
「
為
宇
」
の
句
が
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
い
よ
う
と
も
、『
書
紀
』
が
「
六
合
」
を
上
下
四
方
、「
八

紘
」
を
全
世
界
の
意
で
用
い
て
い
る
こ
と
は
動
か
せ
ま
い
。

小
結

　
『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
橿
原
奠
都
の
令
「
兼
六
合
以
開
都
、

掩
八
紘
而
為
宇
」
の
出
典
と
し
て
、
津
田
左
右
吉
は
「
廓
宇
宙
而

作
京
」「
宅
附
庸
而
開
宇
」（
魯
霊
光
殿
賦
）
を
掲
げ
、
小
島
憲
之

は
「
包
玉
塁
而
為
宇
」（
蜀
都
賦
）・「
曽
覧
八
紘
之
洪
緒
、
一
六

合
而
光
宅
」（
呉
都
賦
）・「
掩
四
海
而
為
家
」（
西
京
賦
）
等
を
掲

げ
た
。
奠
都
令
の
出
典
は
ほ
ぼ
指
摘
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、
小

論
で
は
さ
ら
に
曹
植
「
大
暑
賦
」
の
「
歩
八
閎

0

0

而
為
宇

0

0

」
に
注
意

し
た
。
上
記
は
真
に
曹
植
賦
の
佚
文
か
疑
わ
し
い
が
、
同
じ
く
曹

植
の
「
与
楊
徳
祖
書
」
に
見
え
る
「
頓
八
紘

0

0

以
掩0

之
」
は
確
実
に

「
全
世
界
」
の
意
で
あ
る
。
ま
た
『
書
紀
』
の
文
脈
か
ら
も
、「
掩

八
紘
而
為
宇
」
は
「
奈
良
盆
地
に
自
足
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は

な
く
、
や
は
り
「
全
世
界
を
支
配
す
る
」
と
い
う
意
味
に
解
す
べ

き
だ
ろ
う
。

注（
１
） 

山
川
出
版
社
『
日
本
史
用
語
集
』（
二
〇
一
四
年
）
が
「
八
紘
一
宇
」

を
「『
日
本
書
紀
』
の
中
に
あ
る
語
句
」
と
す
る
の
は
誤
。

（
２
） 「
国
柱
新
聞
」
大
正
二
年
三
月
十
一
日
の
「
神
武
天
皇
の
建
国
」（
田
中

智
学
）
が
「
八
紘
一
宇
」
の
初
出
と
さ
れ
る
。「
八
紘
一
宇
」
の
初
出

を
明
治
三
十
六
年
あ
る
い
は
三
十
七
年
と
す
る
説
も
一
部
に
行
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
明
治
三
十
六
年
の
田
中
の
講
演
「
世
界
統
一
の
天
業
」

が
翌
三
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
誤
解
の
よ
う
だ
。『
世
界

統
一
の
天
業
』（
天
業
民
報
社
、
明
治
三
十
七
年
）
に
は
橿
原
奠
都
令

を
根
拠
と
す
る
世
界
統
一
の
主
張
は
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
八

紘
一
宇
」
の
四
字
は
未
だ
見
え
な
い
。

 
　

日
蓮
主
義
と
の
関
連
か
ら
言
え
ば
、
明
治
四
十
三
年
の
韓
国
併
合
に

際
し
て
姉
崎
嘲
風
が
「
六
合
を
兼
ね
八
紘
を
掩
ふ
の
大
旨
」
に
よ
っ
て

「
教
育
の
方
針
」
を
議
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（「
読
売
新
聞
」

明
治
四
十
三
年
九
月
十
九
日
「
横
議
十
行
」）。
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（
３
） 

陸
軍
教
育
総
監
部
『
精
神
教
育
の
参
考
（
続
其
一
）』（
偕
行
社
、
昭
和

三
年
）
は
「
八
紘
を
掩
ふ
て
一
宇
と
為
さ
む
」
と
い
う
。

（
４
） 
文
麿
の
父
の
近
衛
篤
麿
は
、
国
柱
会
の
会
員
で
あ
っ
た
。

（
５
） 『
国
民
精
神
総
動
員
資
料
』
第
四
輯
、
昭
和
十
二
年
十
二
月
。

（
６
） 

こ
れ
に
対
し
政
友
会
の
生
田
和
平
・
西
村
茂
生
ら
が「
八
紘
一
宇
ハ「
掩

八
紘
而
為
宇
」
ト
同
一
意
義
デ
ア
ル
カ
」
と
質
問
し
、
政
府
は
「
八
紘

一
宇
ハ
「
掩
八
紘
而
為
宇
」
ト
ノ
大
御
心
ト
同
様
ノ
意
義
ナ
リ
ト
思
料

ス
」
と
答
弁
し
た
が
、
生
田
ら
は
こ
れ
を
不
満
と
し
て
下
記
の
よ
う
に

再
質
問
し
て
い
る
。

「
八
紘
一
宇
ハ
『
掩
八
紘
而
為
宇
』
ト
ノ
大
御
心
ト
同
様
ノ
意
義

ナ
リ
」
ト
答
ヘ
ラ
レ
テ
居
ラ
ル
ル
ガ
、
之
ハ
大
ナ
ル
錯
誤
ニ
陥
ツ

テ
居
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
近
衛
内
閣
総
理
大
臣
ハ
八
紘
一
宇
ノ
成

語
ニ
対
シ
何
処
ニ
其
ノ
根
拠
ヲ
置
イ
テ
居
ラ
ル
ル
ノ
デ
ア
ル
カ
、

八
紘
一
宇
ト
「
掩
八
紘
而
為
宇
」
ト
ハ
文
字
ノ
違
フ
如
ク
決
シ
テ

同
一
意
義
デ
ハ
ア
リ
得
ナ
イ
、「
八
紘
」
ト
「
掩
八
紘
」
ト
ハ
同

一
意
義
ニ
非
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
、「
一
宇
」
と
「
為
宇
」
ト
ハ
決
シ

テ
同
一
意
義
ナ
リ
ト
解
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ヌ
、又
八
紘
一
宇
ハ「
掩

八
紘
而
為
宇
」
ノ
略
語
デ
ア
リ
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
之
ハ
牽
強
附
会

ノ
言
ト
謂
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
何
ト
ナ
レ
バ
仮
ニ
八
紘
ノ
「
紘
」
ヲ

採
リ
為
宇
ノ
「
宇
」
ヲ
採
リ
、
単
ニ
「
紘
宇
」
ト
セ
バ
或
ハ
略
語

ト
ナ
リ
得
ル
カ
モ
知
レ
ヌ
ガ
原
語
ニ
基
キ
余
計
ナ
ル
「
一
」
ノ
字

ヲ
加
フ
レ
バ
断
ジ
テ
略
語
ナ
リ
ト
為
ス
コ
ト
ハ
出
来
ヌ

更
ニ
、
八
紘
一
宇
ヲ
八
紘
ハ
一
宇
ナ
リ
ト
読
ミ
下
シ
テ
モ
誤
デ
ハ

ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
、
将
来
「
八
紘
ハ
一
宇
ナ
リ
」
ト
読
ム
場
合
ア
リ

ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
神
武
天
皇
、
肇
国
ノ
大
精
神
デ
ア
ル
「
掩
八
紘

而
為
宇
」
ト
ハ
茲
ニ
大
ナ
ル
間
違
ガ
起
ツ
テ
ク
ル
ハ
当
然
デ
ア
ツ

テ
、
皇
国
ノ
大
事
蓋
シ
之
ヨ
リ
大
ナ
ル
ハ
ナ
イ
、
元
来
「
八
紘
一

宇
」
ナ
ル
熟
語
ハ
嘗
テ
田
中
智
学
氏
ノ
作
ラ
レ
タ
ル
成
言
又
ハ
成

句
デ
ア
ル
ト
申
サ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
遽
ニ
承
服
ス
ル
コ
ト

ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
（「
官
報
号
外
」
昭
和
十
六
年
二
月
二
十

八
日
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
第
十
九
号
「
議
長
ノ
報
告
」）

（
７
） 

神
武
天
皇
が
奠
都
を
令
し
た
己
未
歳
は
（
超
辰
を
無
視
し
て
）
西
暦
前

六
六
二
年
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
縄
文
晩
期
な
い
し
弥
生
前
期
、
中

国
の
春
秋
時
代
（
魯
荘
公
三
十
二
年
）
に
当
た
る
。
こ
の
時
期
に
こ
の

よ
う
な
駢
儷
文
が
宣
べ
ら
れ
、
千
四
百
年
後
の
『
書
紀
』
に
ま
で
伝
え

ら
れ
た
と
は
信
じ
が
た
い
。

（
８
） 

た
と
え
ば
『
論
語
』
顔
淵
に
「
四
海
之
内
、
皆
兄
弟
也
。」
と
あ
り
、

ま
た
『
呂
氏
春
秋
』
知
度
に
「
舜
曰
、
若
何
而
服
四
荒
之
外
」
と
、『
爾

雅
』
釈
地
に
「
東
至
於
泰
遠
、
西
至
於
邠
国
、
南
至
於
濮
鈆
、
北
至
於

祝
栗
、
謂
之
四
極
。
觚
竹
・
北
戸
・
西
王
母
・
日
下
、
謂
之
四
荒
。」

と
あ
る
。「
北
戸
」が
南
方（
北
回
帰
線
以
南
）を
指
す
こ
と
は
拙
稿「『
大

戴
礼
記
』
少
間
篇
の
西
方
観
と
そ
の
成
立
時
期
」（「
集
刊
東
洋
学
」
一

〇
二
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
９
） 

た
と
え
ば
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
や
陳
渉
世
家
に
「
秦
孝
公
…
…
有
席
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巻
天
下

0

0

、
包
挙
宇
内

0

0

、
囊
括
四
海

0

0

之
意
、
并
吞
八
荒

0

0

之
心
。」
と
あ
る
。

（
10
） 

同
じ
く
『
淮
南
子
』
の
墬
形
訓
は
「
九
州
之
大
、
純
方
千
里
。
九
州
之

外
、
乃
有
八
殥
、
亦
方
千
里
、
…
…
八
殥
之
外
、
而
有
八
紘
、
亦
方
千

里
、
…
…
八
紘
之
外
、
乃
有
八
極
、
…
…
」
と
述
べ
、「
九
州
」
の
外

側
に
「
八
殥
」
が
、「
八
殥
」
の
外
側
に
「
八
紘
」
が
、
さ
ら
に
外
側

に
「
八
極
」
が
あ
る
と
い
う
構
造
を
述
べ
る
。
中
央
の
「
九
州
」
が
「
方

千
里
」
な
ら
そ
の
周
囲
の
八
「
殥
」
は
そ
れ
ぞ
れ
方
千
里
、
各
「
紘
」

は
方
三
千
里
、
各
「
極
」
は
方
九
千
里
と
な
り
、
世
界
は
方
二
万
七
千

里
と
な
る
は
ず
だ
が
、『
淮
南
子
』
は
北
極
か
ら
南
極
ま
で
を
二
万
六

千
里
、
東
極
か
ら
西
極
ま
で
を
二
万
八
千
里
と
す
る
。

 

　
「
八
紘こ

う

」
は
「
八
綱こ

う

」
に
通
じ
、
天
地
を
八
方
か
ら
支
え
る
綱
だ
と

す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
八
紘
」
と
は
「
全
世
界
」
を
超
え
て
「
既

知
の
世
界
の
外
に
あ
る
構
造
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
林
巳
奈
夫

「
漢
鏡
の
図
柄
二
、
三
に
つ
い
て
」（「
東
方
学
報
」
四
四
、
一
九
七
三
年
）

は
、
漢
代
に
多
く
見
ら
れ
る
Ｔ
Ｌ
Ｖ
鏡
（
方
格
規
矩
鏡
）
の
紋
様
を
「
鏡

の
中
の
正
方
形
が
地
を
表
は
す
」・「
各
辺
の
中
央
に
外
に
向
つ
て
出
る

Ｔ
字
形
…
…
は
四
極
で
あ
る
」・「
真
北
と
真
南
、
真
東
と
真
西
を
夫
〃

結
ぶ
線
は
「
縄
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
端
の
点
は
糸
を
巻
く
Ｌ
字
形
の
糸

巻
が
配
さ
れ
る
」
等
と
い
う
。

（
11
） 『
晋
書
』
武
帝
紀
及
び
『
宋
書
』
楽
志
二
。
ま
た
鍾
嶸
「
詩
評
序
」
の
「
方

今
皇
帝
資
生
知
之
上
才
、
体
沈
鬱
之
幽
思
、
文
麗
日
月
、
学
究
天
人
、

昔
在
貴
遊
、
已
為
称
首
、
況
八
紘

0

0

既
掩0

、
風
靡
雲
蒸
、
抱
玉
者
連
肩
、

握
珠
者
踵
武
。」（『
梁
書
』
文
学
列
伝
）
な
ど
枚
挙
に
遑
な
い
。

（
12
） 『
芸
文
類
聚
』
十
九
。
同
四
十
四
は
「
石
室
」
を
「
石
窟
」
と
す
る
。

な
お
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
四
年
に
見
え
る
晋
の
司
馬
侯
の
発
言
「
或

多
難
以
固
其
国
、
啓
其
疆
土
。
或
無
難
以
喪
其
国
、
失
其
守
宇
。」
の

杜
注
に
「
於
国
則
四
垂
為
宇

0

0

0

0

。」
と
、
沈
約
「
光
宅
寺
刹
下
銘
」
に
「
即

太
微
而
為
宇
」
と
あ
る
。

（
13
） 

谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』
や
河
村
秀
根
『
日
本
書
紀
集
解
』
は
「
八

紘
」
の
用
例
を
示
す
が
「
八
紘
」
と
「
為
宇
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
つ

い
て
は
注
意
し
な
い
。

（
14
） 

津
田
左
右
吉
「
日
本
歴
史
の
研
究
に
於
け
る
科
学
的
態
度
」（『
津
田
左

右
吉
全
集
』
二
十
八
）
等
。

（
15
） 

小
島
憲
之
「
作
品
の
出
典
問
題
を
め
ぐ
つ
て
」（
日
本
史
研
究
会
「
新

し
い
日
本
史
研
究
」
六
、
昭
和
二
十
二
年
）、『
上
代
日
本
文
学
と
中
国

文
学
』
上
（
塙
書
房
、
昭
和
三
十
七
年
）。

（
16
） 『
四
部
叢
刊
三
編
』
本
『
太
平
御
覧
』
は
「
歩
八
閎0

而
為
宇
」
と
す
る
が
、

万
暦
元
年
序
刊
本
は
「
歩
八
𡉞0

而
為
宇
」
に
、『
四
庫
全
書
』
本
は
「
歩

八
紘0

而
為
宇
」
に
作
る
。『
四
部
叢
刊
三
編
』
本
は
宋
刊
本
等
を
合
璧

し
た
善
本
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
『
太
平
御
覧
』
の
原
本
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
他
本
よ
り
テ
キ
ス
ト
的
に
劣
る
よ
う
な
箇
所
も
時
に
見
受
け
ら

れ
る
。

（
17
） 
た
と
え
ば
小
嶋
明
紀
子
「
建
安
文
人
の
「
大
暑
賦
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
二

松
学
舎
大
学
論
集
」
五
三
、
二
〇
一
〇
年
）。
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（
18
） 「
又
曰
」
の
前
後
に
錯
簡
が
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
の
出
典
は
当
然
誤
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
筆
者
は
『
道
蔵
』
本
『
太
平
御
覧
』
の

全
文
を『
四
部
叢
刊
三
編
』本
や
万
暦
元
年
序
刊
等
と
対
校
し
た
際
、『
四

部
叢
刊
三
編
』
本
に
見
え
る
『
真
誥
』
の
佚
文
八
条
（
約
半
葉
）
が
万

暦
刊
本
や
『
四
庫
全
書
』
本
で
は
『
昇
玄
経
』
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

（
19
） 

た
と
え
ば
大
渕
貴
之
「『
初
学
記
』
に
よ
る
『
藝
文
類
聚
』
補
綴
に
つ

い
て
」（
九
州
大
学
中
国
文
学
会
「
中
国
文
学
論
集
」
四
〇
、
二
〇
一

一
年
）は
、『
芸
文
類
聚
』天
部
の
一
部
が
失
わ
れ
て
お
り
現
行
本
は『
初

学
記
』
で
補
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。（
本
論
で
問
題
と
す
る
部
分

は
該
当
し
な
い
が
。）

（
20
） 

中
小
路
駿
逸
「
神
武
紀
の
「
八
紘
為
宇
」
の
令
に
つ
い
て
」（
追
手
門

学
院
大
学
「
東
洋
文
化
学
科
年
報
」
四
、
平
成
元
年
）。

（
21
） 

出
雲
や
大
和
も
瓊
瓊
杵
へ
の
神
勅
を
根
拠
に
平
定
さ
れ
て
お
り
（
神
代

紀
下
）、
ま
た
神
武
は
筑
紫
を
「
豊
葦
原
瑞
穂
国
」
の
「
西
偏
」、
大
和

を
「
蓋
六
合
之
中
心
乎
」
と
い
う
（
神
武
紀
）。
葦
原
中
国
の
領
域
は

す
く
な
く
と
も
本
州
西
半
と
九
州
と
を
含
む
よ
う
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
天

壌
無
窮
の
神
勅
」
と
『
晋
書
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
唐
修
『
晋

書
』
に
見
え
る
「
天
壌
無
窮
」
に
つ
い
て
」（
本
誌
前
号
）
参
照
。

（
22
） 「
東
夷
」
は
「
南
蛮
」「
北
狄
」「
西
戎
」
と
併
称
さ
れ
東
方
の
異
族
を
指

す
。
景
行
紀
は
「
東
夷
」
の
う
ち
「
日
高
見
国
」
の
人
が
「
蝦
夷
」
だ

と
し
て
お
り
、
近
畿
を
中
心
と
し
て
東
日
本
を
「
夷
」
と
す
る
中
華
思

想
を
対
内
的
に
は
示
す
（
た
だ
し
『
書
紀
』
全
文
を
通
じ
て
「
東
夷
」

は
こ
こ
に
し
か
見
え
ず
、
以
降
は
専
ら
「
蝦
夷
」
が
用
い
ら
れ
る
）。

 

　

一
方
、『
宋
書
』夷
蛮
伝
が
載
せ
る
い
わ
ゆ
る
倭
王
武
の
上
奏
文
は「
東

征
毛
人
五
十
五
国
、
西
服
衆
夷

0

0

0

0

六
十
六
国
、
渡
平
海
北
九
十
五
国
」
と

い
い
、
自
身
よ
り
西
を
「
夷
」
と
す
る
。
倭
王
武
は
、
対
外
的
に
は
宋

を
元
首
と
し
て
自
ら
を
含
む
西
日
本
を
（
宋
か
ら
見
て
東
の
）「
夷
」

と
認
め
、
さ
ら
に
東
を
「
毛
人
」
と
蔑
称
し
た
の
だ
ろ
う
（『
隋
書
』

東
夷
伝
で
倭
国
王
は
「
我
夷
人
」
と
称
し
て
お
り
、『
山
海
経
』
海
外

東
経
・
大
荒
北
経
に
は
「
毛
民
国
」
が
あ
る
）。

 

　

な
お
『
日
本
書
紀
』
は
、
唐
か
ら
の
遣
使
に
つ
い
て
は
「
朝
」
や
「
貢
」

の
語
を
用
い
ず
、
時
に
「
大
唐
」
の
称
さ
え
用
い
る
。

「八紘一宇」と曹植「大暑賦」と ― 井上　了
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